
（１）一般会計歳出予算総括表 （単位：百万円，％）

区　　　分

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ（Ｂ+Ｃ）

公共事業費 88,055 107,397 122.0 4,823 112,220 

補助公共事業費等 61,811 77,676 125.7 4,823 82,499 

補助公共事業費 48,777 62,966 129.1 2,999 65,965 

直轄事業負担金 13,034 14,710 112.9 1,824 16,534 

単独公共事業費 26,244 29,721 113.3 0 29,721 

単独建設事業費 12,420 12,823 103.2 0 12,823 

維持修繕費 13,824 16,898 122.2 0 16,898 

災害復旧事業費 44,468 25,886 58.2 0 25,886 

その他事業費等 10,641 12,838 120.6 0 12,838 

合　　　計 143,165 146,121 102.1 4,823 150,944 

注1）端数処理の関係で積み上げ数値と総額が異なる場合等がある

注2）R元年度当初予算は，流域下水道事業分を除く

注3）R元年度当初予算は，H29年度からの繰越明許費のうち，未契約の振替分（2,073百万円）を含む

注4）R２年度当初予算は，H30年度からの繰越明許費のうち，未契約の振替分（9,547百万円）を含む

Ｒ元年度
当初予算

Ｒ２年度
当初予算

Ｒ元年度
当初予算比

Ｒ元年度２月
補正予算

(国補正対応分)

合計
(当初+補正)

（単位：百万円，％）

区　　　分

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ（Ｂ+Ｃ）

港湾特別整備事業費 13,194 12,106 91.8 0 12,106 

県営住宅事業費 5,040 5,041 100.0 0 5,041 

合　　　計 18,234 17,146 94.0 0 17,146 

注）端数処理の関係で積み上げ数値と総額が異なる場合等がある

Ｒ元年度
当初予算

Ｒ２年度
当初予算

Ｒ元年度
当初予算比

Ｒ元年度２月
補正予算

(国補正対応分)

合計
(当初+補正)

（２）特別会計歳出予算総括表

４ 令和２年度当初予算
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（単位：千円,％）

Ｒ元年度
当初予算

Ｒ２年度
当初予算

比率

補助公共 国直轄事業 単独建設 維持修繕費 その他

A B 事業費 負担金 事業費 事業費等 B/A

41,655,206 48,203,977 20,883,500 7,269,667 6,930,350 9,583,594 3,536,866 115.7

14,269,832 21,248,878 10,579,813 2,586,800 2,077,600 4,736,960 1,267,705 148.9

17,826,788 25,418,787 20,347,987 2,770,000 1,394,600 819,000 87,200 142.6

1,785,000 1,774,000 1,352,000 322,000 0 100,000 0 99.4

8,949,396 9,949,595 5,014,500 1,198,700 1,341,800 961,161 1,433,434 111.2

1,501,473 1,500,667 1,241,174 0 163,745 84,164 11,584 99.9

1,092,239 1,316,889 58,001 562,984 60,908 10,180 624,816 120.6

3,832,264 4,009,987 3,206,892 0 803,095 0 0 104.6

258,489 404,439 281,914 0 51,400 71,125 0 156.5

22,284 33,945 0 0 0 0 33,945 152.3

44,468,479 25,885,684 25,785,684 0 100,000 0 0 58.2

7,503,396 6,373,989 0 0 0 531,800 5,842,189 84.9

143,164,846 146,120,837 88,751,465 14,710,151 12,923,498 16,897,984 12,837,739 102.1

災害復旧事業費

その他事業費

合　　計

港湾事業費

漁港事業費

空港事業費

街路等事業費

公園事業費

住宅事業費

海岸事業費

(３) 一般会計歳出予算事業別内訳表

区　　　分

道路事業費

河川事業費

砂防事業費
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(４) 令和２年度土木建築局関係当初予算（図表）

　①　県予算（一般会計）

　②　土木建築局関係予算　財源内訳（一般会計）

議会費

21億3,795万円 0.20%
総務費

639億3,436万円 5.86%

民生費

1,296億1,502万円

11.89%

衛生費

799億3,212万円

7.33%

労働費

31億2,103万円

0.29%

農林水産業費

314億9,872万円

2.89%

商工費

541億2,494万円

4.96%
土木費

1,215億5,506万円

11.15%

警察費

633億5,594万円

5.81%

教育費

1,947億8,521万円

17.86%

災害復旧費

430億4,838万円

3.95%

公債費

1,431億8,817万円

13.13%

諸支出金

1,598億312万円

14.65%

予備費 4億円

0.04%

総 額

1兆905億円

100％

分担金及び負担金

39億5,249万円

2.70%

国庫支出金

524億1,091万円

35.87%

使用料及び手数料

17億1,581万円

1.17%

財産収入

1,510万円 0.01%

繰入金

2,070万円 0.01%

諸収入

55億4,334万円 3.79%

県債

749億5,420万円

51.30%

一般財源

75億829万円

5.14%

総 額

1,461億2,084万円

100％
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　③　土木建築局関係予算　歳出内訳（一般会計）

　④　土木建築局関係予算　事業別内訳（一般会計）

道路事業

482億398万円
32.99%

河川事業

212億4,888万円
14.54%

砂防事業

254億1,879万円
17.40%

海岸事業

17億7,400万円 1.21%

港湾事業

99億4,960万円 6.81%

漁港事業

15億67万円 1.03%

空港事業

13億1,689万円 0.90%

街路等事業

40億999万円 2.74%

公園事業

4億444万円 0.28%

住宅事業

3,395万円 0.02%

その他事業
63億7,399万円

4.36%

災害復旧事業

258億8,568万円
17.72%

総 額

1,461億2,084万円

100％

補助公共事業費

629億6,578万円

43.09%

国直轄事業負担金

147億1,015万円

10.07%

単独建設事業

128億2,350万円

8.78%

維持修繕費

168億9,798万円

11.56%

その他事業

128億3,774万円

8.79%

災害復旧費

258億8,568万円

17.72%

総 額

1,461億2,084万円

100％
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５ 平成 30 年７月豪雨からの復旧・復興プラン 

 
（１） 概要 

戦後最大級の災害に立ち向かい，今後の復旧・復興における県としての姿勢・基本的な考え

方，更には具体的な取組のロードマップを示すことで，県民の皆様の将来に向けた展望を早い

段階で描いていただくため，発災２か月後（９月 11 日）に「平成 30 年７月豪雨災害からの復

旧・復興プラン」を策定した。 

        【基本方針】 

・ 県民生活や経済活動の日常を取り戻す。 

・ 単なる復旧・復興ではなく，より力強い軌道へと押し上げる。 

これらを実現するために， 

・ ピンチをチャンスに変える視点で取り組む。 

このプランでは，『この災害を起点とした，創造的復興による新たな広島県づくり』を目指

す姿に位置付けるとともに，『将来に向けた強靭なインフラの創生』を柱の一つに掲げ，被災

地の一日も早い復旧・復興に全力で取り組むこととしている。 

        【取組】 
○ 被災前の構造にこだわることなく被害の発生の要因を踏まえた工法の選定などにより必

要な強靭化を進める。 

○ 防災・減災に資する新たなまちづくりを市町と連携して進め，住民の安全な居住が誘導さ

れるよう取組を進める。 

○ 二次災害防止を図りつつ，被災された住民の皆様の日常の回復が図られるよう，全力を挙

げて復旧・復興に取り組むとともに，将来にわたって災害に強く安全・安心に暮らせるまち

づくりに取り組む。 

○ 再度災害防止の観点から，改良復旧に積極的に取り組むとともに，被災前の構造にこだわ

ることなく被害の発生の要因を踏まえた工法の選定などにより，公共土木施設の強靭化を進

める。 

 

（２） 災害からの着実な復旧（将来に向けたインフラの創生） 
【災害復旧事業（公共土木施設）】 

◆ 公共土木施設の災害復旧事業については，５月末時点で全 2,550 箇所のうち，1,868 箇所

の工事に着手し，このうち 985 箇所の工事が完成している。 

◆ 災害復旧事業については，発災から３か年にあたる今年度中の復旧完了を目標としてきた。

しかし，公共土木施設については，全国的に頻発している災害による人手不足に加え，新

型コロナウイルス感染症拡大に伴い県外からの事業者や労働者の確保が困難となった状況

が重なったことなどから，一部の地域において不調・不落や工事進捗の遅れが生じており，

全体の約２割にあたる箇所の工事の完成が令和３年度にずれ込む見通しとなっている。 

◆ 今後は，社会情勢を見極めながら，遠隔地からの労働者確保に重点的に取り組むことなど

により，人家に近接した箇所など県民生活に影響の大きい箇所については，来年の出水期

までに完成させ，残る箇所については，出水期前の現場点検や土のう等の設置など万全の

対策を講じつつ，令和３年度中の完成を目指して取り組む。 
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（３） 復旧から創造的復興へ（将来に向けた強靭なインフラの創生） 
【公共土木施設の強靭化】 

◆ 被災箇所を含めた一連の区間を道路拡幅することによって，再度災害防止のための改良を

実施（道路） 

◆ 被災箇所を含めた一連の区間を改良することによって，平成 30年７月豪雨相当の流用につ

いて家屋浸水被害を解消する対策を実施（河川） 

    【砂防ダム等の建設による県土の強靭化】 

◆ 砂防ダムなど土砂災害防止施設の整備により，災害に強いまちづくりを推進 

    【安全・安心に暮らせるまちづくりの推進】 

◆ 地域と行政が連携して防災活動を促進するなど，ハード・ソフト対策が一体となった総合

的な防災・減災対策を推進し，安全・安心に暮らせるまちづくりを推進 

 

【ロードマップ】 
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（1）社会資本整備の優先順位の設定の目的

平成23年度以前は，道路，河川など，事業ごとの優先順位に基づき，実施箇所の評価，判断を行い，社会資本の整備を進め
てきた

平成24年６月には，客観的な数値化が困難な場合でも定性的な指標により評価することが可能なＡＨＰ法（階層化意思決定
法）を用いて，事業を超えた横断的な施策分野において社会資本整備の優先順位を設定し，毎年度の予算配分等に反映させ，
整備の更なる重点化と効率性・効果性の向上を図ったところ

平成27年度に，社会資本未来プランの改定に合わせて社会資本整備の優先順位を再設定することとし，これまでと同様に，Ａ
ＨＰ法による相対順位付けを行う手法により実施し，引き続き，効果的・効率的に社会資本整備を進める

（2）社会資本整備の優先順位の位置付け 〔活用策〕

社会資本整備の優先順位は，限られた財源を最大限有効に活用し，効果的・効率的に社会資本整備を進めるため，施策区分
や事業区分を超えた優先順位付けを行うものであり，

土木建築局の公共事業の予算編成等において，どの事業にどの程度財源を配分すべきかを設定する際の基礎資料

『社会資本未来プラン』のフォローアップ等において，どの施策に重点投資すべきかを設定する際の基礎資料 として位置付け

（個々の事業箇所に対する実施の要否や事業費配分の判断に用いるものではないこと ⇒ これらは事業別整備計画で設定）

（3）社会資本整備の優先順位の設定方法

平成28年度から令和２年度の５年間に実施が見込まれる補助公共事業及び国直轄事業

（道路・街路・交通安全・河川・砂防・海岸・港湾）

① 評価対象

事業箇所について，事業別（７区分）・施策別（６区分）・優先度別（２区分）に３２にグループ化したもの

② 評価単位（評価に際して事業箇所をグループ化したもの）

事 業 別

（７区分）

事業の種別に応じた７区分

(1)道路事業，(2)街路事業，(3)交通安全事業，(4)河川事業，(5)砂防事業，(6)海岸事業，(7)港湾事業

施 策 別

（６区分）

『社会資本未来プラン』に掲げた７施策のうち，該当事業の存する６区分

①広域 ～ 広域的な交流・連携基盤の強化

②集客 ～ 集客・交流機能の強化とブランド力向上

③環境 ～ 環境保全と循環型社会の構築

④防災 ～ 防災・減災対策の充実・強化

⑤交通 ～ 総合的な交通安全対策の推進

⑥持続 ～ 持続可能なまちづくり

優 先 度 別

（２区分）

事業別整備計画上の事業優先度区分を踏まえて設定した２区分

Ａ ～ 後半５年間で集中的に取り組むものなど

Ｂ ～ 計画的な投資により段階的に整備するもの

③ 評価基準

「県民起点」「現場主義」「成果主義」の観点から総合的な評価を行うため，人口や資産の集積の度合いなどに左右される「事
業効果（Ｂ／Ｃなど）」のみならず，「実施環境（地元の期待度など）」や「波及的影響（期待される波及効果など）」を評価項目に設定

事 業 効 果 Ｂ／Ｃ（当該事業の費用と受益者側の便益との比）がどれだけ大きいか

実 施 環 境 事業を計画どおり円滑に進めることができる環境にあるかなど，事業の実施環境がどれだけ整っているか

波及的影響 貨幣換算することが困難な効果・影響や，施策目標達成度・施策課題への対応に係わる事項など

④ 優先順位付け

（２）の評価単位（32にグループ化したもの）を対象に，（３）の評価基準により，客観的な数値化が困難な場合でも定性的な指標
により評価することが可能な階層化意思決定法（ＡＨＰ法）※を用いて，１位から32位まで順位付け

※ 個々の事業箇所を１対１で比較するに際し，数値化が可能な事項（(3)の「事業効果」など）のほか，数値化が困難な事項（(3)の「実施環境」「波及的
影響」など）も勘案しながら評価を行い，優先順位を付ける手法 （適用例：首都機能移転先候補地選定（国会等移転審議会）など）

６ 社会資本整備の優先順位の設定について
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（4）優先順位の評価結果
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７ 社会資本の戦略的な維持管理の推進 

 
（１） ねらい 

社会資本は，その多くが高度経済成長期に整備されており，橋梁や岸壁等の施設は建設後 50

年以上を経過するものが 15 年後には約７割となるなど，高齢化した施設の割合が増大してい

ることから，老朽化対策の強化が必要となっている。 

このような状況の中，社会資本の適切な維持管理を行うことを目的に策定した「インフラ老

朽化対策の中長期的な枠組み」に基づき，橋梁などの主要な施設毎の「修繕方針」に沿った公

共土木施設の機能保全のための計画的な修繕や長寿命化技術の活用によるコスト縮減など，戦

略的な維持管理を引き続き推進する。 

 

（２） 事業の概要 
 

 区  分 事 業 内 容 

主要な公共土木施設

の修繕 

道路事業 
尾道大橋外 橋梁補修， 

道路照明の LED 一括更新 等 

河川事業 岡ノ下川外 排水機場修繕 等 

ダム事業 野呂川ダム管理施設 補修・更新 等 

砂防事業 皆賀川砂防堰堤外 堰堤修繕 等 

港湾事業 福山港箕島地区外 岸壁補修 等 

海岸事業 瀬戸田港中野地区 排水機場修繕 等 

公園事業 びんご運動公園 健康スポーツセンター屋根改修 等  

インフラ長寿命化 

技術活用促進事業 

① 維持管理に関する情報の発信 

② 長寿命化技術の活用推進 

③ 県・市町連携のあり方検討 
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８ 地域整備計画実施方針 

 
（１） 要 旨 

社会資本未来プラン及び事業別整備計画の理解促進を図るため，平成 28 年３月に行った社会

資本未来プランの改定及び事業別整備計画等の策定を踏まえ，地域単位ごとの内容を集約し，

「地域整備計画実施方針」として整理している。 

 

（２） 実施方針のポイント 
・ 各事業別整備計画の実施箇所を地域別に集約し，「総合計画図」として整理 

・ 近年，完成した事業箇所による社会資本ストック効果※を紹介し，整備効果を見える化 

※ 道路や港湾などの整備された社会資本が機能することによって，県民の暮らしや地域経

済において中長期にわたり得られる効果 

 

 

 【地域整備計画実施方針の集約・整理イメージ】 
 

  

 

 

（事務所別） 

 

 

（事業別整備計画） 

社会資本未来プラン 

地域別  

集約  

ひろしま未来チャレンジビジョン 

 
  

 

●●地域 

整備計画 

実施方針 

 

道

路 

河

川 

砂

防 

海
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港

湾 

     
（次
期
計
画
） 

フィード 

バック 

（次
期
計
画
） 

（次
期
計
画
） 

（次
期
計
画
） 

（次
期
計
画
） 
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９ 令和２年度 建設事業執行方針 
 

令 和 ２ 年 ４ 月 

                                   土 木 建 築 局 

 

（目的） 

第１ この方針は，令和２年度の土木建築局に関わる建設事業を適正かつ効果的に執行するために必要

な基本的事項を定める。 

 

（基本方針） 

第２ １ 平成３０年７月豪雨災害による被災地域の一日も早い復旧・復興を目指し，「復旧・復興プラ

ン」に掲げる災害復旧事業や改良復旧事業などに着実に取り組み，公共土木施設の強靭化を推

進する。 

また，計画期間の最終年度となる「社会資本未来プラン」（平成２８年３月改定）について

は，「社会資本整備の重点化」方針に基づく７つの分野に対応する事業を着実に推進するとと

もに，特に防災・減災対策については，国の「防災・減災，国土強靭化のための３か年緊急対

策」により，事業の加速化を図り，県土の強靭化を推進する。 

２ 令和２年度当初予算事業等については，災害復旧事業や災害関連事業の着実な実施に努める

とともに，令和元年度予算の繰越事業についても，事業効果の早期発現が図られるよう，可能

な限り早期執行に努めるものとする。 

３ 高度経済成長期に整備したインフラの補修など，「社会資本の適正な維持管理」に資する取組

についても重点を置き，計画的かつ戦略的な維持管理に努めるものとする。 

４ 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成１２年法律第１２７号：以下

「適正化法」という）及び適正化法に基づき定められた適正化指針に沿って，透明性の確保，

公正な競争の促進，適正な施工の確保，不正行為の排除の徹底を図るための措置を適切に実施

するものとする。 

５ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年法律第１８号：以下「品確法」とい

う）及び品確法に基づき定められた基本方針，運用指針に沿って，工事の品質を確保するため

の取組を推進するものとする。 

６ 公共事業の計画段階から維持管理までを通じて，コストに対して最も価値の高いサービスの

提供を目指すとともに受発注者の生産性向上に向けた取組を推進する。 

７ ＩＣＴ・ＩｏＴ技術などのデジタル技術を活用し，社会資本の整備や既存公共土木施設の機

能保全及びインフラ利用者の更なる利便性向上に向けた取組を推進する。 

 

（事業の執行） 

第３ １ 事業の執行に当たっては，「建設工事起工手続規程」（昭和３５年監第５３２０号）に基づき，

特に災害復旧事業，防災対策事業や，行政需要の高い事業及び前年度からの繰越事業を優先し

て行い，関係法令を遵守するとともに，各種事務手続きの簡素化，迅速化を図りながら，適正

な執行に努めるものとする。また，適正な工期の確保，平準化に配慮するものとする。 

２ 発注に当たっては，最新の単価を用いて積算を行うとともに，現場条件を踏まえた適切な施

工条件を明示すること。 

３ 発注後，設計図書（仕様書、設計書及び図面）に示された施工条件と実際の工事現場の状態

が一致しない場合，設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別

な状態が生じた場合，その他，必要があると認められる場合は，適切に設計図書の変更及びこ

れに伴い必要となる請負代金の変更及び工期の変更を行うこと。 

また，設計変更に当たっては，「工事請負契約に係る設計・契約設計変更ガイドライン（案）」
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に基づき適切に行うこと。 

 

（執行計画の策定） 

第４ 工事の計画的かつ効率的な執行を行うため，次の措置を講ずるものとする。 

① 本庁各課は，「建設工事起工手続規程」に基づく建設工事の起工伺い及びその他の事務手続を速

やかに行うものとする。 

② 地方機関の長は，上記規程に基づく工事執行の通知を受けたときは事業の着手順位，所要工期，

用地取得及び実施設計書の作成など整合性のある年間執行計画をたて，効率的執行に努めるもの

とする。 

計画の策定に当たっては，用地保有量等を踏まえつつ，用地アセスメントを実施し，必要に応

じて，用地取得工程管理審議会を開催して，用地リスクへの対応策や収用適格性等について審議

するものとする。 

また，土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）の適用を踏まえたものとし，収用適格性判定

表等を作成するなどあらかじめ本庁主管課と十分な調整を行い，さらに，必要に応じて，用地課

（土地収用法の事業認定申請の主管課）とも協議するものとする。 

 

（適正工期の設定） 

第５ 適正な工期設定を行い，年度内完成に努めるものとする。 

   なお，年度内完成が困難と見込まれるものについては，繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負

担を積極的に活用し，円滑な執行に努めるものとし，安易な工事の分割は，厳に慎むものとする。 

 

（工事の執行） 

第６ １ 建設工事現場等に対する安全パトロール等の実施や安全推進協議会を設ける等，事故防止に

一層努めるものとする。 

２ 工事の施工に当たっては，地域住民への周知や周辺の事前調査を十分行い，周辺住民の生活

環境への影響を最小限とするよう十分配慮するものとする。 

 

（工事監督・検査体制の確保） 

第７ 「品確法」の施行により，発注関係事務（工事監督・検査・評価等）を適正に実施する発注者責

任がより一層求められることから,引き続き適正な工事監督・検査体制を確保するものとする。 

 

(建設副産物対策） 

第８ １ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年法律第１０４号）の趣旨を踏

まえ，特定建設資材廃棄物（コンクリート塊，建設発生木材，アスファルト・コンクリート塊）

の発生の抑制，再利用の促進，適正処理の徹底等を図るものとする。 

２ 工事計画段階から建設副産物の発生の抑制や再利用の促進を図るため，「広島県地方機関等

建設副産物対策連絡会議」等での流用の調整及び有効利用に努めるとともに「再生資源利用促

進実施要領」（平成４年７月１日制定）に基づき，再生資材の積極的な利用を行うものとする。 

３ 建設副産物の処理については，「建設副産物適正処理実施要領」（平成１０年３月１５日制

定）に基づき，有効利用及び適正処分の徹底を図るものとする。 

    

（建設資材） 

第９ １ 再生建設資材の利用を促進するため，率先的に利用する。 

２ 工事で使用する土砂(補足土)，砂，砕石及び加熱アスファルト混合物等については，数量の

多少に関わらず，原則として，再生資材を使用する。 

３ 「広島県登録リサイクル製品使用指針」(平成１６年１０月１日制定)に基づき，供給量，品
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質等を考慮して順次，登録リサイクル製品の使用を指定するものとする。また，指定した以外

の登録リサイクル製品についても，使用に努めるものとする。 

   ４ 受注者が主要資材を購入する場合は，極力，県内業者から購入するものとする。 

 

(用地取得事務） 

第１０ 用地取得事務に当たっては，「公共用地取得促進プログラム」（平成１８年３月７日制定）の趣

旨に基づき事業効果の早期発現と説明責任の向上に努めるものとし，事業の円滑な執行を図るた

め，次のことに留意のうえ，計画的かつ適正な用地取得を行うものとする。 

① 用地取得は，原則として工事実施の前年度までに行うものとする。 

② 特に，重要な事業については用地取得工程管理計画を策定し，適正な用地保有量の確保に努め

るものとする。 

③ 取得済みの用地の状況を把握し，一連区間として事業効果が早期に発揮できるよう，用地取得

マネジメントのＰＤＣＡサイクルにより，用地取得工程管理計画を適宜見直して，計画的な用地

取得に努めるものとする。 

④ 事業認定適期申請ルール及び裁決申請適期申請ルールに基づき，土地収用法を積極的に活用す

るものとする。 

⑤ 市町と緊密な連携をとるとともに，先行取得制度の活用を図るものとする。 

 

（工事等の進行管理） 

第１１ 工事等の進行管理については，「土木建築事業進行管理実施要領」（昭和５３年４月１日制定）

に基づき，特に次に留意のうえ，適切に行うものとする。 

① 地方機関の長は，「地方機関事業調整会議」等で，事業の進捗状況や措置すべき課題等を的確に

把握するとともに，場合によっては執行計画の見直し等の措置を講じ，年度内完了を図るものと

する。 

② 本庁各課は，「事業調整会議」等による進行管理を厳密に行うとともに，問題箇所の処理方策を

早期に決定し，事業の円滑な執行を図るものとする。 

③ やむを得ない事由により年度内完了の見込みが立たない場合は，翌年度に繰り越す等，所定の

手続を取るものとする。 

 

（電子調達の推進） 

第１２ １ 事業の発注手続の効率化等を推進するため，電子入札システムの機能改善及び適正な維持

管理に努める。 

    ２ 事業成果の電子納品については，利活用を進めるうえで必要となる保管管理システムの機

能改善及び適正な維持管理に努める。 

    ３ 事業執行の電子化を推進するため，情報共有システムの機能改善及び適正な維持管理に努

める。 

 

（測量等事前調査） 

第１３ 公共事業の測量等の実施に当たっては，事前調査費を活用し，翌年度以降の新規採択見込みの

事業は，公図，権利関係調査を，また用地取得が見込まれる事業は，用地平面図等関連図面の作

成を前年度までに完了するものとする。 

 

（建設工事に係る入札・契約制度） 

第１４ １ 入札・契約に関する情報については，「適正化法」等を踏まえ，適切に公表する。 

２ 透明性・競争性の確保を図るため，請負対象設計額１,０００万円以上のすべての工事に

ついて，原則として一般競争入札によるものとする。ただし，請負対象設計額３億円未満の
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災害復旧工事等については，指名競争入札によることができるものとする。 

３ 入札参加資格要件を設定する場合は，「一般競争入札事務処理要綱（事後審査型）」等によ

り，施工能力を重視するとともに，経済性及び効率性を考慮して，公正かつ厳正に行うもの

とする。 

４ 中小建設業者の受注機会の確保について，次のことに留意のうえ，十分配慮するものとす

る。 

① 指名競争入札の指名に際しては，県内建設業者を積極的に指名すること。 

② 受注者が下請業者を使用する場合は，原則として県内業者とし，やむを得ず県外業者を

下請負人とする場合は，災害復旧工事等を除き，あらかじめ理由書を提出させること。 

５ 工事成績条件付一般競争入札は，優良な県内企業の受注機会の確保を図ることを目的とし

ており，その趣旨に十分留意のうえ適切に適用する。 

６ 価格競争から価格と品質で総合的に優れた調達への転換を促進するため，総合評価落札方

式による入札を推進する。 

７ 「県内建設業者の合併等に関する特例要綱」（平成１５年６月１日施行）による入札参加

資格審査や受注機会の確保等の特例措置により，県内建設業者の合併等の促進を図る。 

８ 大規模工事（請負対象設計金額５億円以上）においては，予定価格事後公表，低入札価格

調査制度，入札ボンド制度及び特定建設工事共同企業体制度により，適正な見積り競争の促

進を図る。  

９ 平成３０年７月豪雨災害工事を円滑に進めるため，不調・不落対策など，これまでに様々

な対策を講じており，これらを適切に適用するとともに，次のことに特に留意する。 

 ① 発注に当たっては，近接する複数工事の一括発注による発注件数の抑制に努めること。

また，この場合には，「施工箇所が点在する工事の積算」により，適切に積算を行うこと。 

 ② 市町を含め多くの災害復旧工事等が稼働しており，入札の不調・不落の発生が考えられ

ることから，「工事着手日選択型契約方式」の適用について検討すること。 

 ③ 遠隔地からの労働者や資材調達に係る経費について，適切に設計変更を行うこと。 

 ④ 復興係数・復興歩掛の適用対象地域の工事発注当たっては，これらの適用について検討

すること。 

 

（測量・建設コンサルタント等業務に係る受注者の指名等） 

第１５ 測量・建設コンサルタント等業務の発注に際しては，「測量・建設コンサルタント等業務発注事

務処理要綱」（平成１１年４月１日制定）に定める基準を遵守し，委託業務の適正な実施を確保

するための執行能力を重視するなど，その目的と内容に適した業者を厳正に選定するものとする。 

 

(受注者の指導） 

第１６ 適正化法第３条の規定に基づき，不良不適格業者の排除を推進し，公共工事の適正な施工を確

保するため，厳正に受注者を指導するとともに，次の事項に重点的に取り組むものとする。 

① 受注者の技術者の専任制及び一括下請負等の排除を徹底するため，発注者支援データベースシ

ステムを十分活用するとともに，適切に施工体制等の立入り点検を行うものとする。また，専任

等の把握に違反がある場合には措置請求を行うとともに，是正が認められない場合には，工事の

一時中止又は指名除外等，建設業者に対して厳正な対応を行うものとする。 

② 県発注工事における適正な施工の確保を図るとともに，下請・資材業者へのしわ寄せを防止す

るため，低価格入札により落札した工事について，工事中の施工体制等の確認や下請・資材業者

への代金の適正な支払状況の確認を徹底する。 

③ 地域の優良な企業の適正な受注機会を確保するため，契約の締結に際し専任技術者の配置状況

等の営業実態について確認できる資料の提出を求めることにより，稼動実態のない営業所（いわ

ゆる「名ばかり営業所」）の排除を徹底する。 
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④ 低入札価格調査制度により契約した工事及び県外業者を下請負人とすることを承認した工事に

ついては，適正な施工を確保するため，施工体制等立入り点検により主任（監理）技術者の現場

専任や施工への実質的な関与等の施工体制の点検を徹底する。 

 

（計画的な維持管理） 

第１７ 「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」と主要な施設毎の「修繕方針」に基づき，アセッ

トマネジメントを活用した施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減や修繕費の平準化

を図り，計画的かつ戦略的な維持管理を実施する。 

 

（社会保険等未加入対策） 

第１８ １ 建設業者の社会保険等（健康保険，厚生年金保険及び雇用保険）の加入促進を図り，技能

労働者の労働環境の改善を図るため，県発注工事における社会保険等未加入対策を行う。 

２ 受注者から提出された施工体制台帳で，二次以降を含む全ての下請業者について社会保険

等に未加入であることを確認した場合，発注者から建設業許可行政庁へ通報するものとする。 

３ 受注者が社会保険等未加入建設業者を下請負人としたことが判明した場合は，特別の事情

がある場合を除き，受注者に対して，違約金請求，指名除外，指名除外に伴う工事成績評定

点の減点を行う。 

ただし，一次下請業者については，特別の事情がある場合においても，指定期間内に社会

保険等への加入を義務付ける。 

 

(暴力団等排除及び不正行為対策） 

第１９ １ 公共工事等に対する暴力団等の不当介入・不当要求に対しては，受注者が適切に対応でき

るよう警察本部との連携を緊密にして指導等を行うとともに，極力，契約締結営業所等への

不当要求防止責任者の配置を求め，責任者講習を受講させることとする。 

２ 暴力団排除を徹底するため，暴力団関係企業であることが判明するなどした場合には，約

款及び特約事項により，当該業者が県発注工事等の施工等のために必要な契約を締結するこ

とができないよう措置するとともに，発注者から建設業許可行政庁へ通報するものとする。 

３ 談合情報に対しては，「談合情報対応マニュアル」（平成６年８月３１日制定）及び「談合

に関する情報の信ぴょう性等の判断基準」（平成１５年４月１日制定）により的確に対応す

るとともに，公正取引委員会及び警察本部に適切に通報するものとする。 

４ 県発注工事等に係る入札・契約事務に関する外部からの働きかけ及び情報提供要求に対し

ては，「建設工事等の入札・契約事務に関する外部からの働きかけ等への対応要綱」（平成２

５年２月８日制定）により的確に対応するものとする。 

 

（環境配慮の推進） 

第２０ 公共事業の実施に当たり，率先して環境配慮に努めるため，「広島県環境配慮推進要綱」（平成

１５年４月１日施行）に基づき，公共工事の計画段階から工事段階に至る全ての段階において，

環境配慮指針に留意し，自主的に環境配慮を行う。 

 

（引継事務） 

第２１ 適正な公物管理の推進を図るため，「広島県の施行する公共事業に伴う管理事務引継処理要領」

（平成５年４月１日施行）等の規定に基づき，管理部門との連絡調整を緊密に行い，公共施設の

管理事務の引継ぎが円滑に行われるように適切に処理するものとする。 
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